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公益財団法人生長の家社会事業団

令和８年度 事 業 計 画

真理の燈火を高く掲げて！！

正しい生長の家を受け継ぎ、谷口雅春先生の志を次世代につなぐ！

生長の家社会事業団は、昭和20年11月、創立者谷口雅春先生が、戦後復刊最初の『生長の

家』誌昭和20年11月号に「生長の家社会事業団の設立」との御文章を発表され、日本救国・

世界救済の宗教的信念に基づき、国家社会救済の一大運動とする財団法人設立を提唱され、

協力を呼びかけられたことが創立の原点です。

昭和21年１月８日、主務官庁の財団法人設立許可を受け、爾来80年に亘り、戦災孤児等の
じ らい わた

保護から始まる児童養護施設の設置運営及び精神文化の振興その他社会公共に尽くす歴史を

歩んでまいりました。

今次の公益法人制度の抜本改革に伴い、当法人では、創立の使命を今後更に邁進するため、

平成２４年３月２８日、内閣総理大臣からの移行認定を受けて、同年４月１日付をもって、

公益財団法人として新たな歴史を進むこととなりました。

公益財団法人の目的については創立の精神と歴史を尊重し、従来の公益事業を公益認定法

所定の公益目的事業（以下の公１及び公２）として継続するとともに、管理運営については

内閣府のモデル定款に準拠した新定款に基づき、公正で明朗な法人運営を行います。

公益財団法人移行後の第１５年度である令和８年度における事業計画の重点方針は、第一

に創立者谷口雅春先生の「生長の家社会事業団の設立」構想に込められた正統な創立の精神

に回帰し、生長の家社会事業団の永続的な発展体制を確立することであります。

当法人は、法人創立満８０年を迎えました。顧みれば、大東亜戦争終戦直後の昭和２０年

１１月、谷口雅春先生は、戦後復刊第１号の『生長の家』誌に「爰に吾等は生長の家社会
ここ

事業団を設立し、生長の家誌友の協力を得て日本救国の一大運動たらしめんことを期す。」
き

との宣言とともに十項目にわたる日本救国・世界救済の大構想を発表されました。

それは戦後の生長の家人類光明化運動の発進宣言とも称すべきものであり、日本国実相顕

現を熱祷された谷口雅春先生がその後に展開された幾多の国民運動の原点でもありました。

一、政治結社『全国精神主義聯 盟』の創立
れんめい

二、理想農場の経営

三、生長の家家庭光明寮の再開

四、小学校、中学校、女学校、大学等、総合学園の設立

五、戦災その他の事情による父母なき幼児の保育園及び一般幼稚園の経営

六、図書館の設立

七、無料診療所の開設

八、万国宗教親善協会の設立

九、欧米科学文献及び文学書類の翻訳

十、社会経済研究所の設立
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また特筆すべきは谷口雅春先生は、法人創立にあたり、神示、聖経（甘露の法雨・天使の

言葉・続々甘露の法雨・日々読誦三十誦経・聖使命菩薩讃偈等）、『生命の實相』、『眞理』、

『大日本神国観』、『青年の書』、『人生読本』等の生長の家の教義の真髄にあたる基本聖典

・聖経の著作権を生長の家社会事業団の永続的基盤となる基本資産としてご寄附されたこと

です。これは、現象的な資産だけのことではなく、住吉大神から神授された本当の御教えを

永遠に護り抜き拡げる聖なる使命を託されたと確信します。

法人創立後、谷口雅春先生は御自ら初代理事長にご就任され、また谷口輝子先生も理事（副

理事長）にご就任されて、まさに戦後復興・祖国再建の礎となるべく生長の家社会事業団の

陣頭指揮を執られました。

しかしながら、時あたかも連合国軍による苛烈な占領政策下において谷口雅春先生は公職

追放に遭われ、誠に残念なことながらこの十項目にわたる大構想を全面的に推進することは

困難な状況に陥りましたが、「生長の家社会事業団の設立」の御文章に明示された「生長の

家立教の使命成就の為」との尊師の聖なる願いに基づき、聖典『生命の實相』・聖経『甘露

の法雨』等の著作権者として出版せしめるとともに、戦災孤児の収容を嚆矢とする児童養護

施設生長の家神の国寮の運営や台湾、韓国、ドイツ、フランスをはじめとする海外拠点での

聖典・聖経の翻訳出版の支援事業等を中心に歩んでまいりました。

今日､創立者谷口雅春先生が御昇天されて４１年、先生の御謦咳に接した方々も次第に少
けいがい

なくなる中、谷口雅春先生の偉大なる御事績と御教えを正しく純粋に歪み無く後世に伝え、

谷口雅春先生のご恩に報いるため、私どもは法人創立にあたって示された尊師谷口雅春先生

の切なる御悲願にあらためて回帰し、谷口雅春先生より託された聖なる使命実現のために、

邁進することを決意致しました。（以下、各公益目的事業において詳述）

谷口雅春先生は、昭和５５年２月２９日、次のようにお説き下さいました。

「皆さんが救世主なんだ。僕一人が叫んでみても仕方がない。皆さんが谷口雅春で、皆さ

んが救世主で、そして人類を滅亡から救う役割をもっておられるのが皆さんである。」

心を澄ませば今も谷口雅春先生の切々たるお声が耳朶に響いてまいります。
じ だ

人類光明化・日本国実相顕現の使命にたつ私たち生長の家社会事業団は、創始者谷口

雅春先生の願いを正しく受けつぎ、国と社会に貢献してまいります。

私たちは令和５年９月、コロナ禍を乗り越え３年８カ月ぶりに「谷口雅春先生報恩全

国練成会」を再開しました。東京においては第１３回にわたり全国練成会を開催、九州

において２回、近畿に於いて１回を開催し、参加を待ちわびていた多くの人々の期待に

応えることができました。

特に、九州会場の成功は今後の全国展開の道を開くところとなりました。

また、平成２４年より順次刊行を進めてきた新編『生命の實相』は、一昨年、全６５

巻発刊成就を達成いたしました。

一方、生長の家社会事業団を永続的に存続させるためには、人的・財政的基盤の確立

が不可欠です。

これらの成果と反省を踏まえて私たちは新年度へと出発します。

さて、わが国を取り巻く国際状況は、ますます混迷の度を深めていますが、わが国の

未来を切り拓く希望の光も輝いてまいりました。
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このような状況に対し、尊師谷口雅春先生から教えを受けた私たちは今こそみ教えの

原点に立って人類一人一人の心を浄め、社会を浄め、国家を浄め、日本を正しくリード

してゆかなければなりません。その使命の実現と運動の大いなる展開のためには、日本

を領導する絶対的な組織力を持った集団へと飛躍発展を遂げる必要があります。

そして、その根本方策は、谷口雅春先生から与えられた聖典『生命の實相』拝読、聖経

『甘露の法雨』読誦運動を大々的に展開し、多くの人々に「人間神の子」の正しい生長

の家のみ教えをひろめることをおいて他はないのです。

とりわけ本年は、生長の家社会事業団創立八十年の喜びの年。この年を「一切の好転の

年、一切の希望成就の年」（聖経『真理の吟唱』「転身のための祈り」より）として大い

なる成果で飾り、谷口雅春先生への限りない報恩感謝の年とします。

令和８年１月８日、谷口雅春先生報恩全国練成道場において、役員及び協力団体の各

代表にご参列いただき、厳粛に「生長の家社会事業団創立八十年奉告祭」を斎行いたし

ましたが、令和８年度の適切な時期に、広く支援者各位にもご参集いただき、創立八十

年を祝賀する記念行事を開催いたしたく存じます。また、この創立以来八十年の正史の

編纂を行い、後世に伝えたいと存じます。

このため、私たちは、従来からの創立記念事業を更に「創立八十年記念事業」として

発展推進する所存であります。

私共は、かかる創立者の聖なる信託にお応えすべく、公益目的事業を成し遂げてまいる所

存であります。

つきましては以上の趣旨を御理解下さり、何卒、生長の家社会事業団への絶大なお力添え

を賜りたく心からお願い申し上げます。

以下、令和８年度において当法人が計画する公益目的事業です。

公１ 健全育成事業

１．第一種社会福祉事業

社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業として、児童福祉法に基づく児童養護施設生長

の家神の国寮（児童養護施設本寮（小規模なグループによるケアを実施するため、太陽の家、

枇杷の家、ひだまりのユニットを設置）及び小規模住居型児童養育の場である養護児童グル

ープホーム（プラムフィールド、 欅 の家、さくらんぼの家、ひまわりの家、 栞 ）により構
けやき しおり

成）を設置運営しています。

児童養護施設生長の家神の国寮は、施設創立者谷口雅春先生の「生命の教育」（児童の内

在神性礼拝）の哲学に学び、児童福祉法の児童愛護の精神に立脚し、その他関係法令・内部

規定等を順守し、「職員倫理綱領」を実践して、入所児童の養護及び退所者の自立支援等を

全力で行います。

（詳細については、別途、事業計画附属明細書である「児童養護施設生長の家神の国寮令和

８年度事業計画」を策定しています。）



- 4 -

生長の家社会事業団

２．第二種社会福祉事業

社会福祉法に規定する第二種社会福祉事業として、児童福祉法に基づく「子育て短期支援

事業」及び「児童自立生活援助事業Ⅱ型」を行っています。「子育て短期支援事業」につい

ては、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難とな

つた児童について、厚生労働省令で定めるところにより、国立市からの委託を受け、児童養

護施設生長の家神の国寮ショートステイホーム・おひさまに入所させ、その者につき必要な

保護を行います。「児童自立生活援助事業Ⅱ型」については、「児童養護施設生長の家神の

国寮自立応援室」（当法人所有物件及び必要に応じて賃借物件）を設置するほか児童の自立

生活のために必要な援助を行います。（なお、「児童自立生活援助事業Ⅱ型」については新

規に開始した事業ではなく、従前から、児童福祉法第４１条及び関係要綱等に基づき、児童

養護施設を退所した児童の支援の一部として当法人が実施していたものですが、令和６年４

月から施行された児童福祉法及び関係法令の改正等により事業名称が特掲されたものです。）

３．その他児童又は青少年の健全育成事業

宗教的情操教育による児童の育成その他児童又は青少年の健全育成事業を行います。

児童養護施設の入所児童を含む不特定多数の児童又は青少年を対象として、自由意思によ

る希望者について、宗教的情操教育を行う各種行事（創立者感謝の集い等）又はＮＰＯ法人

その他の団体が開催する教育合宿等への参加を支援するとともに、青少年対象の合宿行事（青

少年練成会・見真会等）の各地開催の後援及び指導を行ってまいります。

児童養護施設出身の児童の社会的自立の支援については、現在、遺憾ながら公的な支援が

不充分な状態にあり、一部民間団体等による奨学金給付もありますが、決して万全ではあり

ません。当法人の公益目的事業に奉讃する篤志家の方々（サポートペアレント）の協力を得

て、児童の社会的自立の支援を含む健全育成事業に取り組んでまいります。

このため、児童福祉法第４１条の「退所した者に対する相談その他の自立のための援助を

行う」の規定及び定款第４条第１項第１号括弧書きの規定に基づき、施設長を管理者とする

「児童養護施設生長の家神の国寮自立応援室」（国立市及び立川市）を継続してまいります。

また、児童福祉法第48条の２により「児童養護施設…の長は、当該施設の所在する地域の

住民に対して、その行う児童の保護に支障がない限りにおいて、児童の養育に関する相談に

応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。」と規定されています。児童福祉法の同

規定に基づき、当法人の常勤理事、臨床心理士、保育士、児童指導員、管理栄養士等により、

地域の住民に対して、児童の養育に関する相談及び助言等を行うように努めます。

特に、地域子育て支援事業（育児相談、子育て広場、おいしい時間等）は、地域住民の

方々より圧倒的な好評を得ておりますので、積極的に継続してまいります。

※公益目的事業１（健全育成事業）における重点施策

⑴ 日本一の「児童養護施設生長の家神の国寮」の運営の充実と青少年健全育成のための「青
少年練成会」の開催
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公益財団法人生長の家社会事業団定款第３条（目的）に掲げる「諸種の社会事業によって生じた要保護児童の収容及

び生活指導並びに宗教的情操教育による児童の育成その他児童又は青少年の健全な育成を行う」及び同定款第４条第１

項第１号に掲げる「宗教的情操教育による児童の育成その他児童又は青少年の健全育成事業」に該当する、当公益財団

法人の主たる業務です。

谷口雅春先生は昭和２０年９月、当時巷に溢れていた戦災孤児を保護養育するための施設

を東京都港区赤坂に設置され、草創期には卒業して就職する児童から谷口雅春先生が親代わ

りに挨拶を受けられたり、谷口輝子先生もクリスマス会等に再三慰問されるなど孤児の養育

に尽力されました。爾来８０年にわたって児童養護施設生長の家神の国寮（現在は東京都国

立市に所在）として数千人に及ぶ児童の養護・養育に貢献してまいりました。今日、連日の

ような悲惨な虐待事件の報道に心を痛めるところでありますが、虐待等により心身に重篤な

障がいを受けて入所した子ども達が幸せな人生を歩み直すことが出来るように、人間神の子

の神性・仏性を拝み引き出す「生命の教育」と「日本的養護・養育」を実践する日本一の児

童養護施設の実現を目指します。

また、青少年の健全育成事業として、尊師谷口雅春先生の御教えを次世代の世界と日本の

柱となる青少年に伝える「青少年練成会」を、全国各地で開催することに全力で取り組み、

次代を支える青少年を生み出します。

⑵ 「児童養護施設生長の家神の国寮」の地域貢献、社会貢献

谷口雅春先生の深きみ愛から生まれた「児童養護施設生長の家神の国寮」は日本一の児童養護

施設として内外から尊敬される施設となることを目指す。児童福祉法第48条の２及び定款第４条第１

項第１号後段の規定に基づき、本年はとりわけ次の３点にとりくむ。

①知識人・文化人の講師を招聘し「人生を豊かにする講演会」「子育て支援のための講演会」（仮

称）等を開催し、地域社会への貢献を行なう。

②「子育てひろば」においては子育てママの皆さんの「子育て相談」「教育相談」「人生相談」等に応

じられる体制をつくる。

③創立者谷口雅春先生のみ教えと深きみ愛に基づき設立された生長の家神の国寮の理念を学ぶ

職員研修を実施する。

④谷口雅春先生が設立された『生長の家神の国寮のあゆみ』を冊子にまとめるとともに、

卒寮生の体験を収集する。

公２ 精神文化振興事業

１．図書資料館の設置運営事業

図書館法第２条第１項に規定する図書館である谷口雅春先生記念図書資料館を設置して、

特に世界各国の宗教聖典を主とする図書資料の収集、整理、編纂、保存、一般公衆への利用

に供し、その教養、調査研究等に資するとともに、併せて図書資料のうち社会的に有益かつ

可能な著作物について各国語翻訳、著作権保護及び出版物の刊行普及等を行います。
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また、理事会決議に基づき、図書資料館設置前より、学識経験者を含めた「谷口雅春著作

編纂委員会」を設置して、関係図書資料の収集、整理、編纂等の助言指導を受けてきました。

海外における当法人の著作権の保護の調査と基本財産たる著作物の普及活動を行いました

が、本年度も定款第３条に定める「世界各国団体との親善提携の促進」を含めて、更に積極

的に本公益目的事業を実施します。

また、図書資料館設置時から実施しているレファレンスサービス（図書館利用者が学習・

研究・調査を目的として必要な情報・資料などを求めた際に、図書館員が情報そのものある

いはそのために必要とされる資料を検索・提供・回答することによってこれを助ける業務）

の更なる拡充のために、平成３１年１月１日から施行された著作権法第４７条の５の規定の

適用可能性について、積極的な調査検討及び必要な準備等を進めます。

また、図書館法第３条第７号（時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供するこ

と。）の規定に基づき、国立国会図書館の組織を参考として、内部機構として「憲法調査室」

を設置しており憲法問題等の時事に関する情報及び参考資料の紹介と提供に努めます。

図書資料館は、当法人設立の理念と目的に基づき、貴重な図書資料及び映像・音源等

の資料等を永遠に遺し次世代に伝える拠点として設立されました。このことは単に資料

として遺すだけではなく、当法人の設立理念・目的を未来永劫に伝えるための中核とな

るべき人材育成の拠点としての使命をも有しています。その使命実現のため令和６年度

より次の４点に取り組んでいます。

①建物の有効活用のための改善計画を作成し実行しています。

・３階を、精神文化振興事業の場及び貴重な資料の保存の場として改善しています。

・１階を、真理を学ぶ人々が多く集まり、社会事業団を支える仲間となってくれる

ための「会場」として広く使えるように工夫しています。

※以上の方針のもと３階、１階の改修計画がまとまり、令和６年４月から約１カ月の

工事期間を経て５月にリニューアルオープンしました。これを機に、改めて図書資料

館の使命等を広報するとともに、有効活用へさらなる充実を図ります。

②谷口雅春先生著述書の欠本の収集に務めます。

本年度も引き続きその収集に努めるとともに、当法人設立の理念・目的を正しく伝

え遺すために必要不可欠なかつての歴史的重要資料の収集にも本格的に取り組む年と

します。これについては支援協力者からの提供の申し出を受け、その運搬、保存、デ

ータ化等の具体的方法を検討し実行します。

③図書資料誌等の機能的な利用のための作業（検索システムの開発を含む。）に取り

組みます。

④図書資料館における行事の充実と参加者の拡大を図ります。

「『真理』勉強会」、「『生命の實相』輪読会」、「古事記神話勉強会」「母親と女性の

ための誌友会」その他図書資料館における精神文化振興事業行事の広報と充実を図り

ます。
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２．その他の精神文化振興事業

その他精神生活改善による、より良い社会の形成の推進のため、精神身体医学、教育心理

学、心理カウンセリング及び児童養護実践学その他の文化科学的研究の振興・普及のための

研究会、講演会、座談会の開催及び後援、講師の養成及び派遣並びに社会公共に奉仕した物

故者の遺徳を顕彰し若しくは災変遭難者を追悼するため感謝・慰霊の行事を行う等の精神文

化振興事業を行います。

⑴ 当法人の設立以来継続して実施している公益目的事業である「精神文化振興事業」の

各行事（講演会、座談会、心理カウンセリング、物故者慰霊行事等）を総合的・集中的

に行う行事である「谷口雅春先生報恩全国練成会」について

① 既存の主たる建物の改修後の建物である「谷口雅春先生報恩 全国練成道場」にお

いて、従来から公益目的事業として実施してきた定款第４条第１項第２号ロに掲げる

精神文化振興事業の各行事（講演会、座談会、心理カウンセリング、物故者慰霊行事

等）を総合的に実施する行事である「谷口雅春先生報恩 全国練成会」を、新型コロ

ナウイルス感染症の終息後再開しました。

なお、この行事は新規に開始した事業ではなく、当法人の設立以来、従前から行っ

ている公益目的事業である「精神文化振興事業」の各行事（講演会、座談会、心理カ

ウンセリング、物故者慰霊行事等）を３日間で総合的・集中的に行う行事であります。

公益法人として受益の機会はあまねく一般に開かれていますので、ホームページ、

機関紙、配布チラシ等で、不特定多数の方々に参加を呼びかけます。会場の収容能力

には限度がありますので、事前の参加申込みは必要ですが、会場内の秩序を乱さなけ

れば、収容能力の範囲内で、どなたでも自由に参加することができます。

また、講師の講演料等は別に理事会及び評議員会の承認を受けた基準によるものと

し、過大な報酬の支払いは行いません。なお、職員には講演料は一切支払いません。

② 平成３１年１月に始まった谷口雅春先生報恩練成会は第１回から第１３回まで及び

地方開催を含め、延べ約２千名の参加者が集まり、多くの人々に救いをもたらしてき

ました。なお、途中、コロナ禍により令和２年１月の第５回を最後に休会を余儀なく

された時期もありましたが、それを乗り越え、令和５年９月、３年８カ月ぶりに待望

の第６回全国練成会を開催し１０５名の参加者を得ました。続く令和６年２月の第７

回全国練成会以降の各回も多くの方々が集まり、定期開催の道筋ができました。

参加された方々より、「息子のことと自分自身の健康面のことで参加しました。

個人指導を受けて胸が軽くなりました。たくさんの〝ありがとうございます〟と

〝笑い〟が頭にこびりついて練成会の素晴らしさに驚くばかりです。帰りの車の

中で涙が止まりませんでした。」「全国練成会で主人の脳梗塞、うつ病が消え、恩

返しを兼ねて夫婦で参加しました。当時は暗闇の中にいた私たちですが、今はこ

んなに明るい世界にいることに感謝の気持ちでいっぱいです。」「日頃は手をつな

がないと歩けない息子が、笑いの大会で特別賞を頂き、名前を呼ばれた瞬間、立

ち上がって一人で堂々と誇らしげに演壇まで歩いて行ったのです。この喜びを私
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は生涯忘れません。」等、感謝とよろこびの声が溢れました。

今年度は、当法人設立の理念と目的に基づく〝正統本格練成会〟である全国練

成会を東京において３回、地方においても順次開催し、〝一年に一度は練成会へ

〟を合い言葉に、さらに悩める人を救い、魂の喜びを輝かせます。

同時に全国練成会は、社会事業団の支援者拡大の中心行事であるとの認識のも

と、毎回１００名を超えるよう参加促進に全力を注ぐとともに、運営体制の充実を図

ります。とりわけ講師には、「参加促進」「体験談」「運営委員」等の協力をいただき、

名実ともなる全国．練成会としてまいります。

＜参加者実績＞

第１回１５３名、第２回１４６名、第３回１３２名、第４回１３１名、第５回１３６名、

第６回１０５名、第７回９３名、第８回１０９名、第９回９１名、第１０回１０９名、

第１１回１００名、第１２回１０２名、第１３回１１０名、九州第１回１４９名、近畿

第１回１２１名、九州第２回１４９名 累計１,９３６名。

＜開催予定＞

第１４回 ６月５日(金)～６月７日(日)

第１５回（案）９月１１日(金)～９月１３日(日)

第１６回（案）１月２９日(金)～１月３１日(日)又は２月５日(金)～２月７日(日)

⑵ 「講師の養成及び派遣事業」（定款第４条第１項第２号ロ）行事としての「神癒・聖

経供養」について

「公益財団法人生長の家社会事業団講師規程」第２条の「祈り合い等の救済活動実践（鎮

護国家及び社会の安寧のために不特定多数の人々の幸福を祈願する「神癒・聖経供養」を含

む。）」の規定に基づき、公益目的事業である「講師の養成及び派遣事業」（定款第４条第１

項第２号ロ）として、毎日午前９時より、「谷口雅春先生報恩全国練成道場」において、当

法人の講師（役職員を兼務しない講師を含む。）による救済活動実践として、鎮護国家及び

不特定多数の万民の幸福を祈願するため、当法人の創立者谷口雅春先生著作でありその著作

権が当法人の基本財産（不可欠特定財産）である「聖経甘露の法雨」、「聖経天使の言葉」

及び「聖経続々甘露の法雨」を連続読誦する精神文化振興事業行事「神癒・聖経供養」を、

従前より継続して厳粛に実践しています。

これは、定款第４条第１項第２号ロに規定された「精神生活改善による、より良い社会の

形成の推進のため」を目的として、当法人の公益認定以前から、精神文化振興事業として継

続的に実践されてきたものであります。（当法人から行政庁に毎年度提出している定期提出

書類中の「公益目的事業に奉讚する会員規程」第８条第１項には、「会員の名簿は、本人及

び祖霊の祝福祈願のため、他の不特定多数の祝福対象者と同様に、当法人本部又は谷口雅春

先生記念図書資料館に奉安して、日々、谷口雅春先生の「聖経甘露の法雨」を読誦する。」

と明記しているとおり、公益財団法人としての認定を受けた時点以前から、公益目的事業た

る精神文化振興事業として、国家公共及び不特定多数の受益者である祝福対象者のために継

続して実践されてきたものであります。
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なお、この「受益」は、物質的・財産的受益ではなく、精神的・霊的受益でありますが、

上記の定款第４条第１項第２号ロに規定された「精神生活改善による、より良い社会の形成

の推進のため」に照らし、当然のことであると考えます。この「精神的・霊的受益」という

ことについては、当法人の以下の「物故者顕彰慰霊事業」も同様でありますし、また、行政

庁より公益認定を受けた公益目的事業として、「東京都内の災変遭難者及び公共功労者の永

久的総合祭祀を行い、永くその至誠を感謝し冥福を祈り霊を慰める」（公益財団法人東京都

慰霊協会定款第３条）及び「特攻隊戦没者の慰霊顕彰を行う」（公益財団法人特攻隊戦没者

慰霊顕彰会定款第３条）等の多くの実例が存しています。宗教法人法第１条第２項は、「憲

法で保障された信教の自由は、すべての国政において尊重されなければならない。従つて、

この法律のいかなる規定も、個人、集団又は団体が、その保障された自由に基いて、教義を

ひろめ、儀式行事を行い、その他宗教上の行為を行うことを制限するものと解釈してはなら

ない。」と明記し、宗教法人以外の団体が宗教活動を行うことは憲法の認めるところである

ことを明確にしています。）

⑶ 定款第４条第１項第２号ロに基づく物故者顕彰慰霊事業について

定款第４条第１項第２号ロに規定された「精神生活改善による、より良い社会の形成の推

進のため…感謝・慰霊の行事を行う」の規定に基づき、かつ定款第３条に明記された創立者

谷口雅春先生の宗教的信念であるおさとしに基づき、当法人及び各家庭での聖経読誦、霊牌供

養による物故者の顕彰慰霊の実践をおしすすめます。

※公益認定法第５条第２号に定められた「公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎」（経営基

盤）を充実します。また、永続的存続のための人的基盤の確立のため人材の募集・育成を行いま

す。学生等志ある若い人材を迎え入れ、将来的に法人全体の運営を担える人材として育

成していきます。そのためにまず学生、青年向けの案内パンフレットを作成します。

創立者谷口雅春先生は「生長の家社会事業団」の創立に際し、「生長の家」の教義の根本聖典

である『生命の實相』と聖経『甘露の法雨』等の著作権を与えられ、定款第３条に明記された創立者

谷口雅春先生の宗教的信念（「生長の家」の教え）を永遠に正しく護持するとともに、その事業を通

して悩める人々や社会や国家を救済することの使命を明らかにされました。この社会事業団の使命

を果たすため、公益認定法第５条第２号に定められた「公益目的事業を行うのに必要な経理的基

礎」（経営基盤）を充実します。そのために次の対策をとります。

①創立者谷口雅春先生の宗教的信念に基づく生長の家社会事業団の目的と使命の重要な意義を

説き、多くの人々の特別献資を仰ぎます。

②また、「公益目的事業に奉讃する会員（略称、聖使命奉讃会）」「精神文化事業行事である神癒・

聖経供養」「物故者顕彰慰霊事業（霊牌供養）」の大切な意義を伝えることによりその普及を目指

します。そのために、新たなリーフレットを作成する。又、ホームページ、インターネット等を活用し

た、情報発信力の強化充実をはかります。

※公益目的事業に関する広報のための機関紙の充実のために
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機関紙は社会事業団の使命とその活動を社会に広く伝えるととともに、支援協力者に喜びを与え

るものであります。その目的のもと紙面を改善します。

①編集委員を選定し月１回編集会議を開催、編集方針、内容の検討を行います。

②二ケ月に１回の発行体制を確立します。体制が整い次第、将来１ケ月１回の発行を目指します。

③定款第３条（目的）に定める「創立者谷口雅春の宗教的信念」を護持する使命をもつものとして、

機関紙の一部として「特別報告」やその他シリーズ等を適宜発行します。

④機関紙等を発送する名簿管理（個人情報の保護管理を含む。）の充実を図り、より機能的なものと

します。

⑷ 「特別研修講座」と青少年練成会の開催と講師養成について

公益財団法人生長の家社会事業団定款第３条（目的）に掲げる「社会情勢の変遷に応じて

社会の福利を図るための文化科学的研究の振興普及に寄与」及び同定款第４条第１項第２号

ロに掲げる「精神生活改善による、より良い社会の形成の推進のため、精神身体医学、教育

心理学、心理カウンセリング及び児童養護実践学その他の文化科学的研究の振興・普及のた

めの研究会、講演会、座談会の開催及び後援、講師の養成」に該当する、当公益財団法人の

主たる業務です。

公益法人移行後の公益目的事業たる精神文化振興事業の顕著な実績として、平成２４年度

より東京都及び全国各地域において当法人の目的及び創立の精神に全面的に賛同する不特定

多数の受講者が参加して「特別研修講座」を開催しましたが、今後も更に発展した形態で開

催してまいります。

※公益目的事業２（精神文化振興事業）における重点施策

⑴ 著作権の護持と聖典・聖経の刊行

公益財団法人生長の家社会事業団定款第３条（目的）に掲げる「著作権保護及び出版物の刊行普及等」及び同定款第

４条（事業）第１項第２号（精神文化振興事業）イに掲げる「著作権保護及び出版物の刊行普及等を行う」に該当する、

当公益財団法人の主たる業務です。

創立者谷口雅春先生から当法人の基本財産（不可欠特定財産）として託された『生命の實

相』、『眞理』、『聖経甘露の法雨』等は、人間神の子、罪無し、病無しの根本真理によって

数多の人々を人生苦・病苦等の桎梏から解放してきた福音であり、まさに釈迦・キリストの

教えを完成する人類の至宝ともいうべきものです。

私たちは谷口雅春先生がお説き下さった御教えが未来永劫に正しく伝えられるように、こ

れら聖典・聖経の著作権を断固として守り抜き、新編生命の實相、聖経一切経をはじめとす

る聖典・聖経を日本国内において永続的に陸続と刊行し続けることができる盤石な体制を整

えます。

更に、海外各国においてもこれら聖典・聖経を翻訳出版できるように支援し、谷口雅春先

生の世界救済の御悲願実現に向けて前進します。



- 11 -

生長の家社会事業団

※ 『生命の實相』拝読運動、聖経『甘露の法雨』読誦、携帯運動を大々的におしすすめ、真理の

言葉のうねりによって生活を浄め、家庭を浄め、社会を浄め、多くの人々に喜びと幸福を与える。

人類の聖典『生命の實相』は、新編全６５巻全巻が発行されました。「一日あての読

むページ数はたとい一、二十ページでもよいから、毎日怠らず、繰り返し連続的に読む

ことが必要なのである」（「生活篇」はしがき）との尊師のお言葉を受け、『生命の實相』

全巻拝読運動に向けての〝毎日拝読運動〟を推し進めます。

また聖経『甘露の法雨』は、現世を救い、来世をも救い得る住吉大神から授けられた

最高の経典であり、個人の病だけでなく国家の病をも救う神癒の経典であることを伝え、

「聖経百巻読誦表」を活用して「百巻・千巻読誦」運動を大々的に展開します。

そのよろこびの体験を機関紙等で次々に紹介し、聖典拝読、聖経読誦運動の大いなる

うねりをつくります。

⑵ 谷口雅春先生の正しいみ教えを伝えるあらゆる団体を支援するとともに、「谷口雅春先
生報恩全国練成道場」の充実及び精神文化振興事業の奉斎施設（鎮護国家及び社会公共と
万民の安寧祈願・物故者顕彰慰霊等の為の龍宮住吉本宮）拡充に向けて

公益財団法人生長の家社会事業団定款第３条（目的）に掲げる「この法人の目的・事業に協賛する本邦及び世界各国

団体との親善提携を促進」に該当する、当公益財団法人の主たる業務であるとともに、前記の健全育成事業⑴及び精神

文化振興事業⑵の説明に記載のとおりです。

当法人創立者谷口雅春先生の正しいみ教えを伝えるあらゆる団体を支援するとともに、既

存の主たる建物改装により創建しました「谷口雅春先生報恩 全国練成道場」を充実します。

「谷口雅春先生報恩全国練成道場」においては、従来から公益目的事業として実施してき

た定款第４条第１項第２号ロに掲げる精神文化振興事業の各行事（講演会、座談会、心理カ

ウンセリング、物故者慰霊行事等）を総合的に実施する行事である「谷口雅春先生報恩全国

練成会」を定期的・継続的に開催するとともに「見真会」「研修会」等を随時に開催します。

また、本道場においては、日々、精神文化振興事業の「講師の養成及び派遣」行事（神癒

・聖経供養）を厳修するともに、適宜、必要により、健全育成事業の行事も実施いたします。

更に、現在「谷口雅春先生記念図書資料館」の屋上に創立者谷口雅春先生の御揮毫「龍宮

住吉本宮」を表示した社殿を設置し、鎮護国家及び社会公共と万民の安寧祈願及び物故者顕

彰慰霊等の精神文化振興事業の為の奉斎施設を設置していますが、更に不特定多数の方々の

参列等が可能となるよう「創立八十年」を期し、当法人創立者谷口雅春先生が、日本国家を

千万年安泰にする霊的礎（いしずえ）を築くために建立された龍宮住吉本宮の建立目的を復

活し当法人創立の理念を護り伝えるために、それにふさわしい〝聖地となる社殿〟の建立に

取り組んで参りたいと存じます。

全国の支援者の皆様には以上の趣旨にご賛同いただき、ご協力を賜りますよう心よりお願

い申し上げます。
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生長の家社会事業団

公益財団法人生長の家社会事業団

事 業 ・ 組 織 体 系 図

第一種 児童養護施設本園

社会福 施設長・副施設長

祉事業 児童支援部門
（ひだまり）
（枇杷の家）
（太陽の家）
事務部門

地域子育て支援部門

児童養護施設 児童養護グループ

公1 健全育成事業 生長の家神の ホーム（ﾌﾟﾗﾑﾌｨｰﾙﾄﾞ）

国寮 児童養護グループ

ホーム（欅の家）

所在地：東京都国立市 児童養護グループ

富士見台二丁目39-1 ホーム(さくらんぼの家)

附属建物（延床面積 児童養護グループ

1251㎡62） ホーム（ひまわりの家）

児童養護グループ

ホーム（ 栞 ）
しおり

谷口雅春先生

記念図書資料 第二種 児童福祉法に規定する

館 社会福 「子育て短期支援事業」

祉事業 （児童養護施設生長の家

所在地：東京都国 神の国寮ｼｮｰﾄｽﾃｲﾎｰﾑ）

公2 精神文化 立市富士見台三丁 「児童自立生活援助事業

振興事業 目31-14 Ⅱ型」（みなと）

（延床面積150㎡75） その他児童又は青少年の健全育成事業

谷口雅春先生 図書資料館の設置運営事業

報恩全国練成 館長

道場 司書

所在地：東京都国

立市富士見台二丁

目39-1主たる建物 その他の精神文化振興事業

（延床面積552㎡25）


